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(a) システムの緊急保守を行うとき
(b) 火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困難になったとき
(c) 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
(d) 上記以外の緊急事態により、AOS データがシステムを停止する必要があると判断するとき
5. お客様は、サポートサービスの有効期間が終了する日までに AOS データが定める手続に従いサポートサービス
契約を更新することによって、引き続きサポートサービスの提供を受けることができます。なお、サポートサービ
ス契約の更新には別途費用が必要となります。
6. 前各項にかかわらず、AOS データは、同社がサポートを終了した本ソフトウエアについては、お客様に対するサ
ポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
第 5 条 ( 契約の解除 )
お客様が本契約に違反した場合、AOS データは本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフト
ウエア、マニュアルおよびプロダクトキーを一切使用することができません。
2. お客様は、本ソフトウエア、マニュアル、プロダクトキーおよびそのすべての複製物を破棄することにより本契
約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
3. 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウエア、マニュアル、プロダクトキーおよびそ
のすべての複製物を AOS データへ返却するかまたは破棄するものとします。
第 6 条 ( 守秘義務 )
お客様は、(a) 本契約記載の内容、および、(b) 本契約に関連して知り得た情報 ( 本ソフトウエアのプロダクトキー、
サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、ID、パスワードならびにサポー
トサービスの一環としてコンピュータ・ネットワークを介して提供される情報内容を含む ) につき、AOS データの
書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利
の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる
事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には AOS データに対して速やかに事前の通知
を行うものとします。
2. 前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
(1) 開示を受けた時に既に公知である情報
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5) AOS 社の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
3. 前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を
有するものとします。
第 7 条 ( 一般条項 )
1. お客様は、AOS 社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウエアを日本国外へ持ち出すことはできないものとし
ます。理由の如何を問わず、AOS 社からお客様へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合 ( サポートサー
ビス提供の場合を含むが、これに限られない )、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定され
るものとします。
2. 本契約は、本ソフトウエアの使用許諾に関し、特段の特約がない限り本契約の締結以前にお客様と AOS 社との
間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、AOS 社は、お客様へ事前の通知を行うことなく本
契約の内容、サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、
従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容、サポートサー
ビスの内容および告知内容が適用されるものとします。
3. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、大阪地方裁判所が第一
審としての専属的管轄権を有するものとします。
販売元：株式会社ベネフィットジャパン
提供元：AOS データ株式会社
2011 年 9 月 7 日制定
2015 年 2 月 1 日改定
2015 年 11 月 26 日改定
　
■本ソフトウエア利用者に関する情報の取得と利用について
本ソフトウエアでアクティベーションを行う時に、本ソフトウエア利用者の e メールアドレスを弊社に送信してい
ただく必要があります。その際、パスワード、秘密の問い、答えも保管されます。また、ライセンス管理の為、同
時にコンピュータのハードウェア情報等も弊社に送信されます。お客様がリモート管理機能を利用する時に必要と
なる情報 ( 閲覧 URL リスト、当ソフトウエアの設定情報等 ) が送信されます。これらの情報は、本ソフトウエアの
ライセンス管理、ユーザーサポート、およびお客様ご自身によるリモート管理機能の使用のためだけに利用され、
それ以外の目的で利用されること、また第三者に開示・提供されることはありません。
■ 弊社のプライバシーポリシーについて
以下のＵＲＬにアクセスしていただき、ご確認ください。

（http://benefitjapan.co.jp/privacy.html）

【スマホ安心サービス（iPhone・Android）】
「スマホ安心サービス（iPhone・Android）」利用規約

株式会社ベネフィットジャパン及びオンリーサービス取扱代理店 ( 以下、合わせて「弊社」といいます ) が販売す
るスマートフォン以下「携帯端末機器」といいます ) を購入するお客様 ( 以下「利用者」といいます ) 向けに、以
下に定める「スマホ安心サービス」利用規約 ( 以下 ｢本規約｣ といいます ) に基づき、「携帯端末機器保証」( 以下「本
サービス」といいます ) を提供します。
第 1 条 ( 本サービスの詳細 )
本サービスの詳細は、次のとおりとします。
携帯端末機器保証：弊社が利用者に対して販売する携帯端末機器に故障、盗難、紛失、遺失、損壊、破損、水濡れ
全損 ( 以下、総称して「毀損等」といいます ) が生じ、修理が必要となった場合もしくは通常の使用が不能となっ
た場合、利用者に対して別表の見舞金を支払うサービスを指します。
第 2 条 ( 本サービスの対象範囲 )
1. 携帯端末機器保証の対象は、弊社が利用者に販売している携帯端末機器のうち、本サービスの提供を受けること
が可能な携帯端末機器に限定するものとします。
本サービスの提供を受けることが可能な携帯端末機器から機種変更をされた場合は、機種変更をされた携帯端末機
器を購入した事が証明できる書面ならびに明細を、弊社へ郵送の方法をもって機種変更をされた時から 3 ケ月以内
に届け出るものとします。届出がない場合は本サービスの適用を受けることが出来ません。本サービスの対象とな
る携帯端末機器は新品に限ります。
2. 本サービスによる見舞金の申請は、サービス開始日から 2 年のうちに 2 回まで申請できるものとします。
3. サービス開始日は、対象の端末を受領した月の翌月から適用するものとします。
4. 弊社から 1 度見舞金をお支払いした場合、支払日の翌日から 6 か月経過するまで、再度申請はできません。
第 3 条 ( 申込み手続・適用開始 )
1. 本サービスへの申込みは、弊社が指定する方法によるものとし、弊社がこれを承諾したことをもって申込み手続
が完了するものとします。
2. 携帯端末機器保証は、利用者からの本サービスの申込みを弊社が承諾した日の属する月の翌月 1 日から適用され
るものとします。
第 4 条 ( 本規約及び本サービスの変更、廃止 )
弊社は、利用者の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの全部又は一部を変更、廃止できるものとします。
また、本規約及び本サービスの変更が、次条 ( 通知の方法 ) に定める方法に従って利用者に通知された場合、当該
通知以後、利用者には変更後の規約が適用され、また変更後の本サービスが提供されます。
第 5 条 ( 通知の方法 )
1. 弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書
面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法によ
り行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行わ
れたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知
または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 6 条 ( 月額基本料金 )
1. 利用者は、本サービス利用の対価として、別途定める本サービスの月額基本料金、及び次条に定める本サービス
毎の事務手数料を弊社に対して支払うものとします。
2. 前項の月額基本料金は、第 3 条第 2 項に定める本サービスの適用開始月から課金されるものとします。
第 7 条 ( 保証の対象外 )
弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。
(1) 利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
(2) 利用者の同居人、利用者の親族、利用者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
(3) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等。
(4) 携帯端末機器の盗難、紛失、遺失について警察への届出等がない場合。
(5) 弊社指定の書類の提出が弊社にて確認できない場合。
(6) 利用者が利用者資格を有していないときに発生した毀損等。
(7) 前回の携帯端末機器交換の対象となる毀損等の翌日から起算して 6 ヶ月を経過せず発生した毀損等。

(8) 保証開始日から 2 年目の応答日 ( ※ ) の前日 ( 利用開始日から 2 年目となる日に到達した利用者については、そ
の日から次の 2 年目が始まる日の前日。以降同様に繰り返します。) までの間で、携帯端末機器交換の対象となる
3 回目以降の毀損等。 ( ※ )2 年目の応答日：ｎ年 m 月 1 日を保証開始日とした場合、ｎ +2 年 m 月 1 日とする。
(9) 携帯端末機器の盗難が未遂であった場合。
(10) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動 ( 群集又は多数
の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められ
る状態をいいます。) に起因する毀損等。
(11) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等。
(12) 前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合。
(13) 第 3 条第 2 項に基づく本サービスの適用開始前に発生した毀損等。
(14) 弊社と利用者との間の本サービスの利用にかかる契約が解約、終了した後に発生した毀損等。
(15) 利用者 ( 利用者が法人の場合、その理事、取締役もしくは法人の業務を執行するその他の機関 ) 又はこれらの　　    
者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等。
(16) 利用者でない者が本サービスの提供を受ける場合において、その者 ( その者が法人である場合、その理事、取
締役又は法人の業務を執行するその他の機関 ) 又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等。                     
(17) 本サービスの月額料金の支払いが履行されていない場合。( カード会社の信用照会未承認を含む )
第 8 条 ( 本サービスの利用手続 )
1. 利用者が見舞金の請求を行うときは、弊社が定める代替方法での申請とともに、弊社が指定する書類を添えて、
弊社に通知するものとします。
2. 第 7 条第 2 項に定める事由の 4 に関して、携帯端末機器が盗難された場合、公的機関へ届け出た信憑書類 ( 盗難
届 ) の写しがない場合、弊社は見舞金の支払いを行わないものとします。
3. 弊社は、利用者から見舞金の請求を受けたときは、携帯端末機器の毀損等の事実を調査することがあります。
4. 利用者が前項の弊社の調査に協力しなかった場合は、本サービスにおける見舞金支払が遅延又は不能となる場合
があります。
5. 本サービスに基づく修理代に対する見舞金は、直近の事故発生日から起算し、12 ヶ月を経過するまでに発生し
た事故については適用しません。
第 9 条 ( 保証の実施 )
弊社は、利用者から携帯端末機器の毀損および修理等の連絡を受け、利用者からの見舞金に関する請求書類等を受
領したときは、速やかに見舞金の支払いを実施します。但し、見舞金請求に関する請求書類に不備がある場合、又
は携帯端末機器の調査が必要な場合は、弊社は、その事由が解消又は終了するまで、見舞金の支払いを停止するこ
とがあります。
第 10 条 ( 再委託 )
弊社は、本サービスの提供を自己の責任において第三者に対して委託することができるものとします。
第 11 条 ( 免責 )
利用者が本規約などに違反したことによって生じた損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条 ( 遅延損害金 )
利用者は、弊社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るま
で 1 年を 365 日とする日割計算により年 14.6％の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 13 条 ( 秘密保持 )
利用者は、本契約の内容及び本契約によって知り得た弊社の業務上の秘密その他一切の情報 ( 但し、公知の情報は
除きます。) を、契約期間はもとより契約期間終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものとします。
第 14 条 ( 期限の利益の喪失 )
1. 契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ち
に債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に端末代金の支払いを遅滞し、弊社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを普通郵便、内容
証明郵便、書留郵便、もしくはファクシミリ、電子メールまたは弊社のホームページ上で催告されたにもかかわら
ず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申
立てをしたとき。
(5) 売買契約が契約者にとって商行為 ( 業務提携誘引販売個人契約を除きます ) となる場合で契約者が端末代金の支 
払いを 1 回でも遅滞したとき。
(6) 住所変更の届け出を怠る、または弊社からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求
が延着しもしくは到着しなかったとき
2. 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益
を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第 15 条 ( 解除 )
1. 弊社は、利用者が前条各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく、直ちに本
契約の全部又は一部を解除できるものとします。
2. 前項の解除に伴い、弊社は利用者に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。
第 16 条 ( 解約 )
利用者が本サービスの解約を行う場合には、弊社が指定する方法により解約の申請を行うものとします。
第 17 条 ( 余後効 )
本サービス終了後も本条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 19 条乃至第 21 条の規定の効力は存続するものとします。
第 18 条 ( 損害賠償 )
1. 利用者が本規約に違反した場合及び本規約の履行に当たって弊社に損害を与えた場合は、利用者は、弊社に対し、
本規約解除の有無に拘らず、弊社が被った一切の損害を賠償するものとします。
2. 利用者は、本サービスの終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
第 19 条 ( 権利譲渡の禁止 )
利用者は、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に差
し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第 20 条 ( 管轄裁判所 )
本規約に関する訴訟については、訴額に応じて、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とします。

【別表】

見舞金の対象端末 対象 見舞金額

購入時に弊社で登録された携帯端末機器
故障・破損 上限 20,000 円の修理代実費
全損・盗難・紛失・水漏れ 一律 20,000 円

運営元及び提供元：株式会社ベネフィットジャパン
2012 年 12 月 15 日制定
2014 年   6 月    1 日改定
2015 年   2 月    1 日改定
2016 年   8 月 19 日改定
2016 年 10 月１日改定
2020 年 3 月 13 日改定
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申込間違い、ご自宅で電波が入らないなど、お客様のご都合により返品を希望される場合は、契約書面を受領した日を含む
10日以内であれば、返品を承ります。
下記の「返品がお受けできない商品」を除き返品をお受けいたします。
下記「返品の手順に従って、カスタマーセンター、またはFAXにてお申し込みください。申し訳ございませんが、
他の商品への交換はお受けしておりません。いったん返品手続きをされた後、あらためてご希望の商品をお申込みください。

契約書面を受領した日を含む8日以内であればカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
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 【ベネフィットジャパンカスタマーサポートセンター】
　　  

　 050-3387-0630  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
   
   年末年始・弊社指定休日を除く　11：00 ～ 19：00  

K202003

 ※お問合わせの際は、番号をよくお確かめください。


